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                         第２次恵那市行財政改革行動計画  

行動計画の基本目標 
 
 行財政改革を実際の行動として実行していくに当たり、最も基本的な数値目

標として、五つの柱ごとの基本目標をここで示します。これらの目標は、改革

項目を総合的に実施することにより達成されるものであり、行財政改革全体の

けん引車となるものです。平成 27 年度末の最終目標値と、計画期間の各年度末

の目標値を示します。 
 

１．法令遵守条例(仮称)の制定と行動計画の実行 
 

  市政は市民の厳粛な信託によるものであり、市職員は自らの行動が公務に 

 対する市民の信頼に影響を及ぼすことを認識し、職務に全力を挙げ、常に自 

 らを厳しく律する必要があります。また、事故や不祥事を未然に防止すため 

 に風通しのよい職場風土づくりや適正な業務と的確なチェックが行われる組 

 織体制の確立が求められます。 

  このため、市職員一人一人が全体の奉仕者であることを自覚し、法令など 

 遵守するとともに公正な職務を執行するための規範となる法令遵守条例(仮 

 称)の制定や法令遵守行動計画の策定により具体的な取り組みを行い、法令順 

 守の推進を図ります。 
 

【実施時期】 

説  明 数値目標 H23 H24 H25 H26 H27 

法令遵守条例（仮称）の制定、行

動計画の策定と進行管理 
― 

 条例の制定 

 行動計画の策定

進行

管理
→ → → 

 

 実行責任部課等名 総務部総務課 

 実行関係部課等名 すべての部署 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


